
 

 

 

 

動物管理センター 
～人と動物のより良い関係を目指して～ 

 

現在の職務内容 
私が所属する動物管理センターでは、主に狂犬病予防法と動物愛護管理法に基づ

く業務を行なっています。具体的には、野犬の捕獲・抑留、負傷愛護動物の収容、飼

い主への返還、収容動物の飼養管理や不妊手術などの処置、収容動物の譲渡などがあ

げられます。 

特に収容動物の譲渡については、1頭でも多くの動物たちの命を繋げるために、各

種イベントでの動物愛護精神の普及・啓発、新しく飼い主になる方への適正飼養講習、

SNSでの愛護事業の投稿などを通じて、人と動物のより良い関係を構築できるよう努

めています。 

このように、公衆衛生獣医師として獣医療の知識を活かした業務だけでなく、多岐

にわたる仕事を行えることは、当センターの魅力の一つと感じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある１日のスケジュール 

8：50 出勤、着替え 

9：00 電話・窓口及びメール対応、 

収容動物の世話、猫の不妊手術 

12:15 昼休み 

13:00 犬の不妊手術及び応急処置等 

16:00  収容動物の譲渡適性評価 

譲渡対象動物の写真撮影 

HPの修正、SNS 投稿等 

17:40 退庁 

 

モデル犬のリクちゃん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 7年度入庁 平野 和哉（獣医師）  

モデル犬のリンちゃんと 

当センターは、収容された負傷動物の応急処置や

譲渡対象動物の不妊去勢手術など、本市の行政獣

医師としては数少ない、獣医療業務ができる職場

です。 

処置を行った動物たちが譲渡され、新しい飼い主

さんから、譲渡後の動物の幸せそうな様子を報告

いただいたときは、とてもやりがいを感じます。 

時には葛藤を感じる場面もありますが、獣医療業

務だけでなく、動物愛護の啓発事業や譲渡会など

を通して、人と動物が暮らす社会へ貢献している

と感じられる仕事です。 

収容犬・猫の獣医療業務（毎日） 

収容動物の飼養管理、健康診断及び手術等の診療業務などを通じて、 

できるかぎりの譲渡に努めています。 

ただし、譲渡不適と判断した動物については、殺処分を実施することもあります。 

 

犬・猫の譲渡会（毎週） 

センターに収容された犬・猫のうち、譲渡適性がある個体は、譲渡会で

新たな飼い主さんを探しています。譲渡希望者には、事前申込みによる

審査や適正飼養講習の受講等を課し、譲渡先でのトラブル防止に努めて

います。 

動物愛護の啓発事業（通年） 

地域のイベントに参加し、動物の適正飼養や愛護等に関するポスターの掲示

や、パンフレットの配架を行っています。幅広い年代の方が多く来場される

ので、動物に関する諸問題を広く認識してもらう良い機会になっています。 

夏休みワンちゃんとのふれあい広場（７～８月） 

本市にお住まいの小学生または中学生のいるご家族を対象に、犬とふれあっ

ていただきます。ふれあい終了後、センター内の犬・猫の飼育室の見学ツアー

を行い、案内する獣医師の話を聞いていただくことで、動物愛護の精神を育

み、犬の性質や終生飼養の意味、相手の気持ちを考えることの大切さを学んで

もらいます。 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪市職員全体を対象とした講座例 

名 称 内 容 

クレーム初期対応 
クレームの初期対応の重要さを認識し、問題を大きくすることなく初期対

応で解決する具体的な方法を学ぶ講座です。 

わかりやすい文書作成

の基本 

わかりやすい文書を作成するためのポイントとなる要約力と文書の型を

学ぶ講座です。 

プレゼンテーション 

講座 

効果的な説明会や研修会に向けた企画・立案方法や図解思考力、パワーポ

イントを用いたプレゼンテーション技法を学ぶ講座です。 

政策立案力向上研修 

問題の特定から政策立案、意思決定、公表までのプロセスを８つのステッ

プに体系化し、各段階で重要な事項をまとめた問題解決の方法論を学ぶ研

修です。 

企画・発想力向上研修 
企画立案の基本的な流れを理解したうえで、発想法について習得し、新し

い考えや効果的な企画を立案できる能力を身につける研修です。 

 薬剤師・獣医師を対象とした研修例 

名 称 内 容 

新規採用監視員 

業務研修 

新規採用監視員等を対象に先輩監視員が、日頃の業務に直結する知識や経

験を分かりやすく講義します。 

環境衛生関係業務 

研修会 

旅館業や水道など環境衛生業務に関する事例や調査研究の結果を発表し

ます。大阪府との合同開催により多数の環境衛生監視員が参加します。 

食品衛生業務研究 

発表会 

食品衛生に関する内容について調査研究し、その結果を発表します。優秀

な演題は近畿や全国規模の研修会で発表し、表彰されることもあります。 

食中毒疫学研修 
緊急対応が必要な食中毒事件の調査手法と食中毒に関する最新の知識を

学び、食中毒発生時に迅速に対応できる食品衛生監視員を育成します。 

薬事監視員研修 
大阪府下の薬事監視員による研修で、法規制や医薬品製造業に関する最新

の知見など幅広い分野の知識を学びます。 

環境衛生監視員研修会 

食品衛生監視員研修会 

環境・食品衛生監視員が外部研修にて学んだ知識や技能を他の環境・食品

衛生監視員に伝達する内部研修会です。専門性の高い内容となります。 

環境衛生部会 

食品衛生部会 

薬剤師・獣医師による自主的な勉強会です。業務の中で生じた新たな問題

や事例等に対して検討します。職員間の交流を図る場でもあります。 

 

       研修・勉強会について  

大阪市では、行政職員として職員全体を対象とした研修や講座を随時開催しており、クレーム初期対応や

文書作成の基本など自己啓発支援を実施しており、職種にとらわれない幅広い知識の習得、技能の向上を目

指すことができます。 

 また、専門職員として業務に関連する内部研修・外部研修のほか薬剤師・獣医師全員で自主組織を運営し、

勉強会や研究活動を行うなど自己研さんに努めています。 

ここで示した例は令和６年度に実際に開催されたものです。 

これ以外にも様々な研修・勉強会が開催されているほか、自主組織による研修補助制度があります。

また、国の研究機関へ長期研修に行くことや厚生労働省へ出張することもあります。 


